
 

 

番 号：151012 

国 名：モンゴル 

担当部署：資金協力業務部実施監理第一課 

案件名：「消防機材及び維持修繕作業施設改善計画」フォローアップ協力調査（修理・維持管理

計画） 

 

１．担当業務、格付等 

（１）担当業務：修理・維持管理計画 

（２）格 付：３号 

（３）業務の種類：調査団参団 

 

２．契約予定期間等 

（１）全体期間： ２０１５年１２月下旬から２０１６年９月下旬まで 

（２）業務Ｍ／Ｍ： 国内 ０．７５Ｍ／Ｍ、現地 ０．４７Ｍ／Ｍ、合計 １．２２Ｍ／Ｍ 

（３）業務日数： 準備期間 現地業務期間  整理期間  国内業務（調達支援） 

 ３日 １４日    ８日      ４日 

 

３．簡易プロポーザル等提出部数、期限、方法 

（１）簡易プロポーザル提出部数：１部 

（２）見積書提出部数：１部 

（３）提出期限：１２月９日(12時まで) 

（４）提出方法：専用アドレス (e-propo@jica.go.jp)への電子データの提出又は 

郵送(〒102-8012 東京都千代田区二番町5番地25二番町センタービル)(いずれも

提出期限時刻必着） 
※2014年 2月26日以降の業務実施契約（単独型）公示案件（再公示含む）より、電子媒体による簡易

プロポーザルの提出を本格導入しています。 

提出方法等詳細についてはJICAホームページ（ホーム＞JICAについて＞調達情報＞お知らせ＞「コン

サルタント等契約における業務実施契約（単独型）簡易プロポーザルの電子提出本格導入について」 

（http://www.jica.go.jp/announce/manual/form/consul_gt/20150618.html）をご覧ください。なお、

JICA 本部 1 階調達部受付での受領は廃止しておりますので、ご持参いただいても受領致しかねます。

ご留意ください。 

 

 

４．簡易プロポーザル評価項目及び配点 

（１）業務の実施方針等： 

①業務実施の基本方針 １６点 

②業務実施上のバックアップ体制等 ４点 

（２）業務従事者の経験能力等： 

①類似業務の経験 ４８点 

②対象国又は同類似地域での業務経験 ８点 

③語学力 ８点 

④その他学位、資格等 １６点 

（計１００点） 

類似業務 消防機材整備に係る各種調査 

対象国／類似地域  モンゴル／全途上国 

語学の種類 英語 

 

５．条件等 

（１）参加資格のない社等：特になし 

（２）必要予防接種：なし 



 

 

 

６．業務の背景 

 モンゴルの首都ウランバートル市では1997年の人口移動の自由化と1999年、2003年に起きた深

刻な雪害により放牧を営むことができなくなった遊牧民の地方から同市への流入に伴い、1998年

に65万人であった人口が2015年には約130万人を突破し、急激に増加している。都市部の人口増加

に伴う火災の増加に対応するため、消防機能向上は重要な課題の一つとなっていたが、消防車両

や機材の不足や老朽化により、十分な消防活動ができない状況にあった。 

 かかる状況をうけ、我が国は「消防機材及び維持修繕作業施設改善計画（2001年度）」及び「ウ

ランバートル市消火技術及び消防機材改善計画（2013年度）」の2件の無償資金協力を通じ、合計

39台の消防車両をモンゴル政府に供与し、ウランバートル市の消防分野の能力強化に貢献してき

た。 

 我が国により供与された機材は、モンゴル側により良好な状態で管理されており、「消防機材

及び維持修繕作業施設改善計画（2001年度）」で供与した機材（ポンプ車8台、タンク車6台、並

びに化学車、はしご車及び照明電源車各1台ほか）については供与後10年以上が経過している現在

でも全ての車両が稼働しており、先方自助努力により長年よく維持管理されてきたことがうかが

われるほか、2012年には消防車両修理センターが整備される等、維持管理体制も強化されている。

他方、現地では外国からの物品調達に係る規制があるためスペアパーツ等の本邦正規品の調達が

困難であり、現地調達が可能な第三国製の代替品を交換部品として活用しているものの、エンジ

ン、パワーステアリング、排水ポンプ等の各機器の修理頻度が多くなっており、運用・維持管理

コストが負担になっているほか、機材寿命への影響が懸念される。ウランバートル市では継続的

に人口増加が続いており、消防機能の向上の重要性はますます高まっていることから、本フォロ

ーアップ協力を通じて、無償資金協力で供与した機材の延命に向けて早急な対策が求められてい

る。 

 

７．業務の内容 

本業務従事者は、フォローアップ協力（以下「F/U協力」という。）プロジェクトの仕組み及び

手続きを十分に把握の上、他の業務従事者や調査団員として派遣されるJICA職員等と協議･調整し

つつ、F/U協力計画策定のために必要な以下の調査を行う。あわせて、2016年4月に想定している

入札を支援する。具体的担当事項は次のとおりとする。 

 

（１）国内準備期間（2015年12月下旬～2016年1月上旬） 

①F/U協力申請書、過去の無償資金協力を含む報告書等の関連資料を収集・分析するとともに、

必要に応じて本体実施コンサルタント等関係者へのヒアリングを行う。 

②現地調査項目を整理し、業務計画書（和文）を作成する。 

③インセプション・レポート（和文・英文）及び関係機関に事前に送付する質問票（和文ま

たは英文）を作成する。 

④調査団派遣前会議等に出席し、調査内容を説明する。 

 

（２）現地派遣期間（2016年1月中旬～2016年1月下旬） 

①インセプション・レポートの説明・協議 

実施機関等に対して、インセプション・レポートの説明を行い、F/U協力スキーム、調査・

協力の進め方、留意事項、双方の役割分担等を説明し、内容につき協議・確認を行う。 

②機材状況及び機材維持管理体制の調査 

 サイト調査、関係者へのヒアリング、関連資料の収集等を通じて、以下の調査を行う。 

ア）対象機材の状況（稼働状況、修理実績・費用、スペアパーツ使用状況、不具合・故障

の内容と原因等）を把握する。 

イ）C/P機関の組織、消防機材の運用にかかる実施体制（人員、技術レベル、機材メンテナ

ンス体制等）、財政・予算の現状と将来計画を関係者へのヒアリング、文書等で確認

する。 

ウ）消防にかかる将来計画等の確認を通じて、対象機材等の今後の活用方針を確認する。 



 

 

エ）対象機材に関する代理店の有無及び提供サービス内容を確認する。 

③対象機材等の修理・更新必要性及び対処方針の調査 

 ア）上記②での調査結果に基づき、対象機材の修理・更新必要性を調査・確認し、対処方

針として不具合・故障個所に対する対応方法（修理、スペアパーツ供給等）、対象範

囲、優先度及び必要な仕様を検討する。 

④調達事情調査 

ア）調達可能な部品・スペアパーツ等の種類、品質、価格を確認し、調達先を検討する。 

イ）資機材・役務等の調達事情（調達国、輸送ルート、輸送手段、輸送コスト、通関・免

税措置、現地業者、商習慣、関係法規、アフターサービス体制、自国保険主義の有無

等）を調査する。 

⑤機材修理・調達計画（案）の策定 

上記②～④を踏まえ、必要な対処方針・方法をまとめた機材修理・調達計画（案）を策定

する。 

⑥F/U協力の実施方法の検討 

上記②～④での調査結果及び上記⑤での機材修理・調達計画（案）に基づき、F/U協力実施

を前提として以下の点について検討する。 

ア）C/P機関の自助努力可能性及び他ドナー等の支援可能性について調査・確認した上で、

F/U協力の範囲及び実施方法（部品・スペアパーツ等の選定、優先順位付け、技師派遣、

機材修理方法等）を検討する。技師派遣が必要な場合はTORを作成する。また、メーカ

ー技術者によるメンテナンス研修の実施必要性を検討する。 

イ）協力範囲となる機材について、以下の点をまとめた機材修理・調達計画（案）を作成

する。 

・不具合・故障個所に対応するための必要な対処方針、修理方法 

・本邦調達、第三国調達の可能性を検証し、適切な調達方法（調達先、調達期間、調

達価格、輸送費等） 

・対象機材の修理に係る一連の工程 

ウ）機材供与する場合の先方負担事項（通関・免税措置、現地国内輸送方法等）について、

内容、必要予算等を検討する。諸事情により日本側が負担することになった項目につ

いては、対応案を検討し積算資料を収集すること。 

⑦機材維持管理計画（案）の策定 

対象機材にかかる機材維持管理計画（案）を策定し、オーバーホール実施、スペアパーツ

購入等の先方実施機関として必要最低限の年間予算額、維持管理体制（必要人員、運用シス

テム等）、日常保守管理の方法等について提言する。 

 

（３）帰国後整理期間（2016年1月下旬～2016年3月上旬） 

①現地調査結果概要の作成・説明 

現地調査の結果を踏まえ、帰国後10日以内に現地調査結果概要を作成し、帰国報告会にて

これを説明する。 

②F/U協力の計画方針の作成 

JICAと協議の上、F/U協力の範囲及び実施方法（部品・スペアパーツ等の選定、技術者派遣、

機材修理方法等）を選定し、F/U協力の計画方針を作成する。 

③機材仕様書（案）作成、積算、調達計画の策定 

ア）機材修理・調達計画を策定の上、必要な部品・スペアパーツ等の機材仕様書（案）を

作成し、積算を行う。なお積算には機材費、輸送費、梱包費、保険、商社マージン、

据付費を含めるものとする。設計・積算に当たっては、「５．実施方針および留意事

項」にも記載のとおりとし、「機材の本邦調達・第三国調達・現地調達支援にかかる

請求書の様式と手続きについて」を参照しつつ行い、JICAに対しその内容を説明し、

確認を取ることとする。また、納期を踏まえた具体的な調達スケジュール・手法を提

案する。 

イ）安全保障輸出管理、Export Administration Regulations (EAR)、麻薬取締法、危険物、



 

 

搭載確認等、輸出・輸送に際し必要とされる法令や規則等に資機材が該当するか確認

するとともに、手続きを確認する。 

④F/U協力（調査）報告書（和文・英文）の作成 

上記（１）～（３）を網羅したF/U協力調査報告書（案）（和文・英文）を作成し、全体の

取りまとめを行う。 

 

（４）調達支援（2016年3月中旬～2016年9月下旬） 

①入札関連書類（案）の作成 

JICAがF/U協力として機材を調達する段階において、JICAと先方実施機関が締結するScope 

of Works (S/W)に基づき、入札関連書類（案）（機材仕様書、輸送情報シート、機材総合情

報シート、参考銘柄詳細シート、銘柄指定理由書、機材設置先/用途チェックリスト、梱包条

件書、輸送条件書、技師派遣条件書等）を作成し、収集した積算に必要な資料を提出する。 

なお、入札は2016年4月実施を想定している。 

②入札・契約段階の技術的支援 

ア）JICAが行う入札手続きにおいて、入札図書作成の際の照会対応や追加情報の提供、入

札公告後の質問受付期間中に技術的側面から外部からの問い合わせへの回答案を作成

する。 

イ）機材調達に係る契約書に対し、技術的側面から内容を審査する。 

③機材納品／船積み時の検品立会い 

機材の納品／船積み時の検品時に立ち会う。その後、業務完了報告概要を作成する。 

 

８．成果品等 

本契約における成果品は以下のとおり。 

（１）フォローアップ協力調査報告書（案）（和文・英文） 

電子データをもって提出することとする。 

 

９．見積書作成に係る留意点 

本公示の積算を行うにあたっては、「JICAコンサルタント等契約における見積書作成ガイドラ

イン」（http://www.jica.go.jp/announce/manual/guideline/consultant/quotation.html）を参照願います。

留意点は以下のとおりです。 

（１）航空賃及び日当・宿泊料等 

航空賃及び日当・宿泊料等は契約に含めず、JICAより別途支給します（見積書の航空賃及

び日当・宿泊料等欄には０円と記載下さい）。 

 

10．特記事項 

（１）業務日程／執務環境 

①現地業務日程 

現地派遣期間は2016年1月10日～1月23日を予定しています。 

JICAの調査団員の現地調査期間は2016年1月17日～1月23日を予定しています。すなわち、

本業務従事者が単独で現地調査を行う期間があります。 

②現地での業務体制 

本業務に係る調査団構成は、以下のとおりです。 

ア）総括（JICA） 

イ）計画管理（JICA） 

ウ）機材修理・維持管理計画（コンサルタント） 

③便宜供与内容 

JICAモンゴル事務所による便宜供与事項は以下のとおりです。 

ア） 空港送迎 

あり 

イ） 宿舎手配 



 

 

あり 

ウ） 車両借上げ 

全行程に対する移動車両の提供 

エ） 通訳傭上 

あり（日本語⇔モンゴル語） 

オ） 現地日程のアレンジ 

関係機関のアポイントメントの取り付け 

カ） 執務スペースの提供 

なし 

キ） 関連文書の翻訳 

JICAにて日本語⇔モンゴル語の翻訳をアレンジします。 

 

（２）参考資料 

①本業務に関する以下の資料をJICA資金協力業務部実施監理第一課（TEL:03-5226-9227）に

て配布します。 

・フォローアップ協力申請書、その他関連資料 

②本業務に関する以下の資料が、JICA図書館のウェブサイト（http://libopac.jica.go.jp/）

で公開されています。 

・「モンゴル国 消防機材及び維持修繕作業施設改善計画基本設計調査報告書」（2002年2

月） 

・「ウランバートル市 消火技術及び消防機材改善計画協力準備調査報告書」（2011年12

月） 

（３）その他 

①業務実施契約（単独型）については、単独（１名）の業務従事者の提案を求めている制度

ですので、複数の業務従事者によるプロポーザルは無効とさせて頂きます。 

②本件に携わった法人及び個人は、本業務の結果に基づく入札への参加は認められません。 

③安全管理 

 現地作業期間中は安全管理に十分留意する。現地の治安状況については、JICAモンゴル

事務所などにおいて十分な情報収集を行うとともに、現地作業の安全確保のための関係諸

機関に対する協力依頼及び調整作業を十分に行う。また、同事務所と常時連絡が取れる体

制とし、特に地方にて活動を行う場合は、当地の治安状況、移動手段等について同事務所

と緊密に連絡を取る様に留意する。また現地作業中における安全管理体制をプロポーザル

に記載する。 

④不正腐敗の防止 

 本業務の実施にあたっては、「JICA不正腐敗防止ガイダンス（２０１４年１０月）」の趣

旨を念頭に業務を行うこと。なお、疑義事項が生じた場合は、不正腐敗情報相談窓口また

は JICA担当者に速やかに相談するものとする。 

 

http://libopac.jica.go.jp/

